
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

よんなん交通安全だより 
交通事故の発生状況 

【令和４年】 
〇 三重県の交通事故死者数は６０人で、前年より２人減少。前年に比べ、人身事故、物損事故とも増加。 
 ・ 交通事故死者の特徴・・・高齢者が４1人、交通弱者が２9人（自転車８、歩行者２1） 
〇 四日市市内の交通事故死者数は８人で、前年より増減なし。前年に比べ、人身事故、物損事故とも増加。 
 ・ 黄金町で自損事故 ・羽津甲で追突事故 ・川島町で自損事故 ・羽津山と西日野町(2人)と三重で人対車両の事故 
〇 四日市南警察署管内の交通事故死者数は３人で、前年より３人減少。前年に比べ、人身事故、物損事故とも増加。 
 ・９月２４（土）、川島町地内の市道で、軽四貨物車が川に転落。運転者の８０歳代、女性が死亡  
・１１月１日(火)、西日野町地内の笹川通りで、普通乗用車が横断歩行者と衝突。歩行者の４０歳代、女性が死亡 
・１２月２５日(日)、西日野町地内の笹川通りで、軽四乗用車が横断歩行者と衝突。歩行者の８０歳代、男性が死亡 

 

【令和３年中】 
 〇 四日市市内の交通事故死者数は８人で、前年より３人減少。前年に比べ、人身事故は減少、物件事故は増加。 
〇 四日市南警察署管内の交通事故死者数は６人で、前年より１人減少。前年に比べ、人身事故は減少、物件事故は増加。 
 ※ 死亡事故の特徴 

事故類型別：自損事故～２件４人、人対車両～１件１人、車両相互～１件１人。男女別：男性～４人、女性～２人 
路線別：市道～３件３人、港湾施設～１件３人。年齢別：５０歳代～４人、７０歳代～１人、８０歳代～１人。 

昼夜別：昼間～２件４人、夜間～２件２人。発生場所：川尻町～２件２人、楠町～１件３人、笹川九丁目～１件１人 
 

 令和５年１月発行 
四日市南地区交通安全協会 

 

三重県交通安全県民運動スローガン 

やさしさが 安全つなぐ 三重の道 ～ 歩行者の ハンドサインは 赤信号 ～ 

 

交通安全協会はこのような活動をしています 

 

令和４年 前年比 令和３年 前年比 令和２年 前年比 令和元年

人身事故件数（Ａ） 428 41 387         -11 398         -104 502         
 死亡事故件数 3 -1    4             -3        7             2          5             

3 -3    6             -1        7             2          5             
536 57    479         -1        480         -145     625         

5,582        262  5,326       77        5,249       -741     5,990       

6,010        303 5,713       66        5,647       -845     6,492       
※　令和４年の数値は、暫定値。
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 交通事故防止活動(10

月 23 日、神前小学校

の通学路の清掃活動

及び危険個所の点検

を行いました。 

 

 交通事故防止活動(10

月 23 日、神前小学校

の通学路の清掃活動

及び危険個所の点検

を行いました。 

 

交通事故防止活動（新

入学児童が交通事故に

遭わないよう願い、「ラ

ンドセルカバー」等を

贈呈しています） 

広報啓発活動（各季の交

通安全運動期間に、店舗の

会場をお借りして、反射材

等を配布し、交通事故防止

を呼びかけています） 

 

交通事故防止活動（西日

野町地内で発生した交通

死亡事故について、発生

現場近くで広報し、事故

防止を呼びかけました） 

ＡＣＴＩＯＮ
ア ク シ ョ ン

38キャンペーン実施中！                  広報用ステッカー 

【 ＡＣＴＩＯＮ３８キャンペーンとは 】 

道路交通法第３８条（横断歩道等における歩行者等の優先）の“３８”を模したシンボル 

マークの広報用ステッカー等を活用し、「三重県から歩行者妨害保護の行動（ACTION）を 

起こす」ことにより、信号機のない横断歩道における停止率向上につなげ、横断歩行者の 

交通事故ゼロをめざす取組です。 ～ 横断歩行者等の優先ＡＣＴＩＯＮ ～ 

〇 ÅＣＴ１ ～ 横断歩道に近づいたときは、停止できる速度の減速しよう 

〇 ＡＣＴ２ ～ 横断歩行者等がいる場合は、必ず一時停止しましょう 

〇 ＡＣＴ３ ～ 停止車両がいるときは、必ず一時停止しましょう 

〇 ＡＣＴ４ ～ 横断歩道手前の追越し・追抜きは禁止です 

・ １０月末現在、県内では横断歩道横断中の交通事故で３人の方が亡くなっています。 

ドライバーは、横断歩道における歩行者優先を徹底しましょう。 

３ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

・ シートベルトは交通事故から命を守る命綱です。すべての座席でシートベルトを 

正しく着用しましょう。６歳未満の幼児を乗せる際は、チャイルドシート等を使用。 

４ 飲酒運転の根絶 

・ 飲酒運転は犯罪です。社会全体で飲酒運転を根絶させましょう。 

 
    

 

交通事故防止活動（小

学生の登校時間に通

学路において、交通安

全指導を行っていま

す） 

四日市南警察署管内の交通事故発生状況（「令和４年」及び「過去３年間」 


